
宮城県地域公共交通計画調査策定業務に関する質問・回答内容

質問 回答

様式第３号企画提案応募資格に係る宣誓書について
宣誓書の代表者名は、委任先の代表者名での提出でよろしいでしょう
か。

宣誓書については、入札及び見積、契約の締結・履行等の委任を受けた
者ではなく、企画提案に応募する会社の代表者名で作成ください。

企画提案募集要領２企画提案への参加申込ハ同種・類似業務の受託実績
について、「過去２年以内に地方公共団体等から受注した事業がわかる
資料を提出すること」と記載がありますが、契約書の写しを添付する認
識でよろしいでしょうか。また記載件数の上限等は特にないという認識
でよろしいでしょうか。

・前段のお問い合わせにつきましては、契約書及び仕様書の添付を想定
しております。
・後段につきましては、３件を上限として御記載ください。

企画提案募集要領　第４応募手続き　３企画提案書の提出（ロ）表紙と
目次を除き２０ページ以内とありますが、A3版を含む場合のカウントは
どのように取り扱いますでしょうか。あるいは、A3版は不可となります
でしょうか。

募集要領第４　３（１）イ（イ）で「Ａ４版両面印刷（カラー印刷も
可）」と指定させていただいておりますので、Ａ３版は不可となりま
す。

業務委託内容【仕様書P.2／3.業務委託内容／（2）】
(ア) 現行の「宮城県地域公共交通計画（令和６年度～令和７年度）」の
評価・課題抽出も業務内容に含まれる認識で合っておりますでしょう
か。具体的には、「第２章 本県の地域公共交通における現状と課題」の
更新や、「第４章 基本的な施策」に記載の内容の進捗度合いの評価など
を想定しております

お見込みのとおり、現行計画の評価・課題抽出も業務内容に含まれま
す。

本業務における公共交通計画【仕様書P.2／3.業務委託内容／（2）】
(ア) 本業務において作成する公共交通計画の計画対象範囲は令和8年か
ら5年間と考えてよいでしょうか
(イ) 現行の「宮城県地域公共交通計画（令和６年度～令和７年度）」か
ら特にアップデートをしたい点や、重点的に検討を行いたい領域等につ
いてもし貴課の中で検討されていることや実施方針が既にあればご共有
いただけますと幸いです

（ア）について
・現時点では、令和８年度から７年間を想定しております。
（イ）について
・募集要領第４　３（２）の記載を御参照ください。

協議会・地域部会の開催形態【仕様書P.2／3.業務委託内容／（6）】
(ア) 協議会・地域部会の開催形態について、現地・オンラインどちらか
ご指定の条件等あればご教示下さい
(イ) 「地域部会を４圏域ごとに各３回程度開催」と記載がありますが、
開催場所は４圏域内のいずれかの場所での開催か、宮城県庁に招いて開
催する想定かもし決まっておりましたらご教示下さい

協議会については、宮城県行政庁舎内での現地（オンライン併用）開催
を予定しております。地域部会については、原則としてオンライン開催
を予定しておりますが、内容に応じて構成自治体最寄りの県施設で現地
（オンライン併用）開催する可能性もございます。
現地開催の場合、原則として受注者にも現地出席を求めますが、会議内
容等を踏まえ、発注者の承認を得た場合には、オンラインでの出席も認
めます。

協議会の業務委託内容【仕様書P.2／3.業務委託内容／（6）】
(ア) 「６月に開催予定の協議会に関しては発注者が主体的に次の業務を
行う」とありますが、弊社の業務内容について６月は計画への反映のた
めの把握に留まり、９月・１月・３月の３回は議事録作成を除いた、当
日の会議資料作成・運営を担当する認識で合っておりますでしょうか

お見込みのとおり、６月に開催を予定している協議会では、県が主体と
なって資料の作成、運営を行い、受注者には議事内容の把握のみを行っ
ていただく予定です。
以降の協議会及び地域部会では、受注者が主体となって会議資料の作成
等（司会進行は協議会会長及び県職員で行います）を実施いただきま
す。

貴課とのお打ち合わせの会議体【仕様書P.2／3.業務委託内容／（6）】
(ア) 「発注者と適宜打ち合わせ（５回程度開催想定）」とありますが、
年５回と理解してよろしいでしょうか。またその場合、現地・オンライ
ンどちらかご指定の条件等あればご教示下さい
上記５回以外に、適宜必要データのやり取りや進捗共有・ご相談等を行
う際、オンラインでのやり取りや必要に応じて会議を設けて円滑に進め
たいと考えておりますが問題ないでしょうか

（ア）について
・お見込みのとおり、概ね年間５回を想定しております。現地・オンラ
インの指定はありません。
後段について
・仕様書で規定している打ち合わせ回数の増加等については、社会通念
上許容される範囲であれば構いません。ただし、打ち合わせ回数の増加
を理由とした委託費の増額等については原則として認めません。


